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平
成　

年
4
月
よ
り　

歳
以
上
の
方
が
全
員
加
入

20

75

す
る
こ
と
と
な
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
始
ま

り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は　

歳（
一
定
以
上
の
障
が
い
の
あ
る
方

75

は　

歳
）以
上
の
方
は
国
保
や
健
保
組
合
な
ど
の
医
療

65
保
険
制
度
に
加
入
し
な
が
ら
老
人
保
健
制
度
で
医
療

を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、平
成　

年
度
か
ら
は
新
た
に

20

独
立
し
た
医
療
保
険
制
度
と
な
る「
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
」
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
開
始
に
伴
い
、国
民
健
康

保
険
加
入
者
の
保
険
税
の
算
定
方
法
が
平
成　

年
度

20

よ
り
変
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
税
は
医
療
分
と
介
護
分

（　

歳
か
ら　

歳
の
方
）と
を
併
せ
て
課
税
さ
せ
て
い

40

64

た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、平
成　

年
度
よ
り
新
た
に

20
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後
期
高
齢
者
支
援
金　

　
　
　
　
　
　

と
は
…

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
か
か
る
費

用
の
う
ち
、
後
期
高
齢
被
保
険
者

自
身
が
医
療
機
関
で
支
払
う
窓
口

負
担
を
除
い
た
分
を
、
公
費
（
国
、

県
、
町
）
か
ら
約
５
割
、
後
期
高

齢
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
か
ら
保
険

料
と
し
て
納
め
て
い
た
だ
く
分
と

し
て
１
割
、
残
り
の
約
４
割
を
現

役
世
代
（
0
〜　

歳
）
か
ら
の
支

74

援
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
）
と
し

て
各
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
４
割
の
負
担
分
を
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
と
し
て
、
新
た

に
保
険
税
と
し
て
算
定
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国
民

健
康
保
険
加
入
者
だ
け
で
な
く
、

社
会
保
険
な
ど
の
健
保
組
合
加
入

者
に
お
い
て
も
後
期
高
齢
者
支
援

金
は
ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
す
。


